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(57)【要約】
【課題】ホール情報の提供及び収集に伴うホール及びサ
イト運営者に掛かる手間を抑制する情報収集提供機及び
情報収集提供プログラムを提供する。
【解決手段】情報提供機２では、各ホールのホール情報
が、各ホールが有する情報提供機２から一括して情報収
集提供機３に集められ（Ｓ１）、また、各ホール情報の
うち必要なホール情報が、サイト運営者が有する情報要
求機４から要求があれば、個別に送信される（Ｓ２）。
つまり、情報収集提供機３を用いれば、ホール側は、ホ
ール情報を１回提供すればよく、また、サイト運営者は
、ホール情報を各ホールから個別に収集しなくても、必
要なホール情報を収集することができる。したがって、
情報収集提供機３を用いれば、ホール情報の提供及び収
集に伴うホール及びサイト運営者に掛かる手間を大幅に
抑制することができる。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各情報提供機からホール情報を受信する情報受信ステップ(Ｓ１０)と、
　前記情報受信ステップが前記ホール情報を受信すると、受信した前記ホール情報を記憶
する記憶ステップ(Ｓ１４)と、
　各情報要求機から、前記ホール情報の提供を要求する第１要求情報を受信する第１要求
受信ステップ(Ｓ２０)と、
　前記第１要求情報に応じて前記記憶ステップで記憶された前記ホール情報を、前記第１
要求情報を送信してきた前記情報要求機に送信する情報送信ステップ(Ｓ２２)と
　を実行することを特徴とする遊技機の情報収集提供機。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報収集提供機において、
　前記ホール情報は複数の提供情報からなることを特徴とする情報収集提供機。
【請求項３】
　請求項２に記載の情報収集提供機において、
　前記情報送信ステップでは、
　　前記ホール情報のうち特定の前記提供情報の提供を要求する前記第１要求情報を前記
第１要求受信ステップで受信したとき、前記ホール情報のうち提供を要求を受けた前記提
供情報を前記情報要求機に送信する
ことを特徴とする情報収集提供機。
【請求項４】
　請求項２又は請求項３に記載の情報収集提供機において、
　前記ホール情報は、時間情報が関連付けられた複数の前記提供情報を有し、
　前記記憶ステップでは、
　　前記情報受信ステップで受信した前記ホール情報と、先に記憶された前記ホール情報
とを比較して（Ｓ１２）、異なる時間情報が関連付けられた前記提供情報がある場合、先
に記憶された前記ホール情報のうち、異なる時間情報が関連付けられた前記提供情報を更
新する（Ｓ１４）
ことを特徴とする情報収集提供機。
【請求項５】
　請求項２～４のいずれか一項に記載の情報収集提供機において、
　ユーザ端末から、前記提供情報の提供を指示する第２要求情報を受信する第２要求受信
ステップ(Ｓ３０)と、
　前記第２要求情報で指示された前記提供情報を前記ユーザ端末に通知する第２通知ステ
ップ(Ｓ３８)と
　を実行することを特徴とする情報収集提供機。
【請求項６】
　請求項５に記載の情報収集提供機において、
　前記第２通知ステップでは、
　　前記第２要求情報で指示された前記提供情報をプッシュ通知する
　ことを特徴とする情報収集提供機。
【請求項７】
　請求項５に記載の情報収集提供機において、
　前記第２通知ステップでは、
　　前記第２要求情報で指示された前記提供情報を予め定めた条件に達したとき(Ｓ３６)
前記ユーザ端末に通知する
　ことを特徴とする情報収集提供機。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の情報収集提供機において、
　前記ホール情報に含まれる遊技機を識別する情報と、当該情報収集提供機が前記遊技機
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を識別する情報とを関連づけるテーブル情報を記憶する記憶手段(３４)を備え、
　前記記憶ステップでは、
　　前記テーブル情報に基づいて、前記ホール情報に含まれる遊技機を識別する情報に関
連づけられた情報を、当該情報収集提供機が前記遊技機を識別する情報に関連づけた前記
ホール情報に変換し、変換後の前記ホール情報を記憶する
ことを特徴とする情報収集提供機。
【請求項９】
　コンピュータに、
　各情報提供機からホール情報を受信する情報受信ステップと、
　前記情報受信ステップが前記ホール情報を受信すると、受信した前記ホール情報を記憶
する記憶ステップと、
　情報要求機から、前記ホール情報の提供を要求する第１要求情報を受信する第１要求受
信ステップと、
　前記第１要求情報に応じて前記記憶ステップで記憶された前記ホール情報を、前記第１
要求情報を送信してきた前記情報要求機に送信する情報送信ステップと
　を実行させる情報収集提供プログラム。
【請求項１０】
　請求項９に記載の情報収集提供プログラムにおいて、
　前記ホール情報は複数の提供情報からなることを特徴とする情報収集提供プログラム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の情報収集提供プログラムにおいて、
　前記情報送信ステップでは、
　　前記ホール情報のうち特定の前記提供情報の提供を要求する前記第１要求情報を前記
第１要求受信ステップで受信したとき、前記ホール情報のうち提供を要求を受けた前記提
供情報を前記情報要求機に送信する
ことを特徴とする情報収集提供プログラム。
【請求項１２】
　請求項１０又は請求項１１に記載の情報収集提供プログラムにおいて、
　前記ホール情報は、時間情報が関連付けられた複数の前記提供情報を有し、
　前記記憶ステップでは、
　　前記情報受信ステップで受信した前記ホール情報と、先に記憶された前記ホール情報
とを比較して、異なる時間情報が関連付けられた前記提供情報がある場合、先に記憶され
た前記ホール情報のうち、異なる時間情報が関連付けられた前記提供情報を更新する
ことを特徴とする情報収集提供プログラム。
【請求項１３】
　請求項１０～１２のいずれか一項に記載の情報収集提供プログラムにおいて、
　ユーザ端末から、前記提供情報の提供を指示する第２要求情報を受信する第２要求受信
ステップと、
　前記第２要求情報で指示された前記提供情報を前記ユーザ端末に通知する第２通知ステ
ップと
　を実行することを特徴とする情報収集提供プログラム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の情報収集提供プログラムにおいて、
　前記第２通知ステップでは、
　　前記第２要求情報で指示された前記提供情報をプッシュ通知する
　ことを特徴とする情報収集提供プログラム。
【請求項１５】
　請求項１３に記載の情報収集提供プログラムにおいて、
　前記第２通知ステップでは、
　　前記第２要求情報で指示された前記提供情報を予め定めた条件に達したとき前記ユー
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ザ端末に通知する
　ことを特徴とする情報収集提供プログラム。
【請求項１６】
　請求項９～１５のいずれか一項に記載の情報収集提供プログラムにおいて、
　前記ホール情報に含まれる遊技機を識別する情報と、当該情報収集提供プログラムを実
行する前記コンピュータが前記遊技機を識別する情報とを関連付ける関連テーブル情報を
記憶する記憶手段を備える前記コンピュータで用いられ、
　前記記憶ステップでは、
　　前記テーブル情報に基づいて、前記ホール情報に含まれる遊技機を識別する情報に関
連づけられた情報を、当該情報収集提供機が前記遊技機を識別する情報に関連づけた前記
ホール情報に変換し、変換後の前記ホール情報を記憶する
ことを特徴とする情報収集提供プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、ホール情報をホール側から収集して、サイト運営者側に提供する情報収集
提供機及び情報収集提供プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　　遊技場（いわゆるホール）では、ホールコンピュータにより、遊技機の導入や撤去に
関する情報、遊技機の出玉に関する情報等が管理されている。これらの複数の情報（以下
「提供情報」という）からなるホール情報は、ユーザにホール情報を提供する各サイト運
営者に提供される。そして、各サイト運営者は、各ホールから入手したホール情報の中か
ら必要な提供情報を抜き出して各自のサイトに掲載している。
【０００３】
　これにより、ユーザーは、各サイト運営者が提供しているサイトを見ることで、各ホー
ルの遊技台の入替情報等を知ることができ、各ホールは、サイト運営者を通して新台入替
等の宣伝を行うことができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
ホール情報を収集及び提供する作業は、各サイト運営者にとっては各ホールから個別に収
集する必要があり、ホールにとっては各サイト運営者に個別に提供する必要があるので、
ホールにとってもサイト運営者にとっても、大変な手間を要していた。
【０００５】
　　本発明は、ホール情報の提供及び収集に伴うホール及びサイト運営者に掛かる手間を
抑制する情報収集提供機及び情報収集提供プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　　上記目的を達するため請求項１に記載の情報収集提供機は、
　各情報提供機からホール情報を受信する情報受信ステップと、
　前記情報受信ステップが前記ホール情報を受信すると、受信した前記ホール情報を記憶
する記憶ステップと、
　情報要求機から、必要な前記ホール情報の提供を要求する第１要求情報を受信する第１
要求受信ステップと、
　前記第１要求情報に応じて前記記憶ステップで記憶された前記ホール情報を、前記第１
要求情報を送信してきた前記情報要求機に送信する情報送信ステップと
　を実行する。
【０００７】
　これによれば、各ホールのホール情報が、各ホールが有する情報提供機から一括して情
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報収集提供機に集められ、また、サイト運営者が有する情報要求機から要求があれば、各
ホール情報のうち必要なホール情報が個別に送信される。
【０００８】
　つまり、情報収集提供機を用いれば、ホール側は、ホール情報を１回提供すればよく、
また、サイト運営者は、ホール情報を各ホールから個別に収集しなくても、必要なホール
情報を収集することができる。
【０００９】
　したがって、情報収集提供機を用いれば、ホール情報の提供及び収集に伴うホール及び
サイト運営者に掛かる手間を大幅に抑制することができる。
　尚、請求項９に記載したように、情報収集提供機は、コンピュータに、各情報提供機か
らホール情報を受信する情報受信ステップと、
　前記情報受信ステップが前記ホール情報を受信すると、受信した前記ホール情報を記憶
する記憶ステップと、
　情報要求機から、前記ホール情報の提供を要求する第１要求情報を受信する第１要求受
信ステップと、
　前記第１要求情報に応じて前記記憶ステップで記憶された前記ホール情報を、前記第１
要求情報を送信してきた前記情報要求機に送信する情報送信ステップと
を実行する情報収集提供プログラムを実行させることで実現できる。
【００１０】
　尚、コンピュータは、複数の情報提供機及び複数の情報要求機と、情報通信回線を介し
て通信可能な装置である。
　請求項２及び請求項１０に記載したように、ホール情報は複数の提供情報からなるもの
でもよい。
【００１１】
　具体的には、提供情報としては、例えば、導入台や撤去台等の遊技機を識別する識別情
報（名称等）や、遊技機を識別する情報に紐付けされた出玉情報、大当情報、又は利用者
数情報などでもよい。また、提供情報としては、ホールのサービス情報や、コマーシャル
情報などでもよい。
【００１２】
　請求項３及び請求項１１に記載したように、
　情報送信ステップでは、ホール情報のうち特定の提供情報の提供を要求する第１要求情
報を第１要求受信ステップで受信したとき、ホール情報のうち提供を要求を受けた提供情
報を情報要求機に送信するようにしてもよい。
【００１３】
　例えば、ホール情報に、導入台や撤去台を識別する識別情報（名称等）や、この識別情
報に紐付けされた出玉情報、大当情報、又は利用者数情報があった場合、識別情報と出玉
情報だけを送信するよう要求する第１要求情報を受信したら、それらの情報を情報要求機
に送信するようにしてもよい。
【００１４】
　このようにすると、サイト運営者は、必要最小限の通信容量の通信で必要な情報を取得
することが可能となる。
　なお、請求項４及び請求項１２に記載したように、提供情報には、時間情報を関連付け
てもよい。その場合、記憶ステップでは、受信ステップで受信したホール情報と、先に記
憶されたホール情報とを比較して、異なる時間情報が関連付けられた提供情報がある場合
、先に記憶されたホール情報のうち、異なる時間情報が関連付けられた提供情報を更新す
るようにしてもよい。
【００１５】
　請求項５及び請求項１３に記載したように、
　情報収集提供機又は情報収集提供プログラムでは、
　ユーザ端末から、提供情報の提供を指示する第２要求情報を受信する第２要求受信ステ
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ップと、
　第２要求情報で指示された提供情報をユーザ端末に対し通知する第２通知ステップとを
実行するようにしてもよい。
【００１６】
　これによれば、ホールのユーザが所有するユーザ端末では、第２要求情報によって指示
した提供情報（例えば、出玉情報）が通知されることとなるので、ユーザは、情報収集提
供機又は情報収集提供プログラムを実行するコンピュータから、好みの情報を自由に取得
することができる。
【００１７】
　尚、ユーザ端末への通知は、請求項６及び請求項１４に記載したように、プッシュ通知
でもよい。プッシュ通知を行えば、ユーザは、自分が欲しい情報を随時入手することがで
きる。
【００１８】
　また、ユーザ端末へは、請求項７及び請求項１５に記載したように、予め定めた条件に
達したときユーザ端末に通知するようにしてもよい。
　このようにすると、例えば指示された提供情報が特定台の出玉情報であり、予め定めた
条件が出玉の個数だったような場合、ユーザは注目している特定台がユーザが意識してい
る個数に達するとタイムリーに通知がなされる。
【００１９】
　したがって、情報収集提供機を用いれば、ユーザが欲する情報をユーザにタイムリー通
知することができる。
　請求項８及び請求項１６に記載したように、
　情報収集提供機又は情報収集提供プログラムを実行するコンピュータが、
　　ホール情報に含まれる遊技機を識別する情報と、当該情報収集提供機が遊技機を識別
する情報とを関連付けるテーブル情報を記憶する記憶手段を備える場合、
　　記憶ステップでは、
　　　テーブル情報に基づいて、ホール情報に含まれる遊技機を識別する情報に関連づけ
られた情報を、当該情報収集提供機が遊技機を識別する情報に関連づけたホール情報に変
換し、変換後のホール情報を記憶するようにしてもよい。
【００２０】
　これによると、各情報提供機から送られてくるホール情報に含まれる遊技機を識別する
情報がバラバラでも、情報収集提供機又は情報収集提供プログラムを実行するコンピュー
タでは、遊技機を識別する統一した情報に、他の情報を関連づけている。
【００２１】
　そのため、情報収集提供機又は情報収集提供プログラムを実行するコンピュータでは、
形式がバラバラだったホール情報を、統一した形式のホール情報として記憶し、管理する
ことができる。
【００２２】
　尚、ホール情報は、例えばＣＳＶ形式の情報でもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】実施形態の情報収集提供システムのコンピュータ装置である。
【図２】情報収集提供装置のブロック図である。
【図３】図３（Ａ）は情報収集提供プログラムのフローチャートである。図３（Ｂ）は、
ホール情報更新処理のフローチャートである。図３（Ｃ）は、第１要求処理のフローチャ
ートである。図３（Ｄ）は、第２要求処理のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　　以下に本発明の実施形態を図面と共に説明する。
　本実施形態の情報収集提供システム１は、図１に示すように、情報収集提供機３を中心
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とし、複数の情報提供機２であるコンピュータと、複数の情報要求機４であるコンピュー
タとで構成されている。
【００２５】
　　情報収集提供機３は、複数の情報提供機２及び複数の情報要求機４と、電話回線その
他の一般公衆回線５、６を介して通信可能に接続されている。
　　情報提供機２は、具体例を挙げると、ホールに設置されているホールコンピュータで
ある。
【００２６】
　情報提供機２は、ホール内で発生する各種情報（各遊技機の出玉情報、大当情報その他
の情報）を集め、ＣＳＶ形式のホール情報を作成する。
　　ホール情報には、各ホールが導入した遊技機（導入台）の名称や台数、撤去した遊技
機（撤去台）の名称や台数などの情報からなる入替情報が含まれている。他に、ホール情
報には、ホール内に現在設置されている各遊技台を識別するための識別情報、各遊技台の
出玉情報や大当情報など、前述した入替情報を含む複数の提供情報が含まれている。尚、
各提供情報には、情報提供機２に記憶した時間を示す時間情報が付されている。
【００２７】
　　ホール情報は、情報提供機２が備える図示しない記憶装置に記憶されている。また、
このホール情報は、出玉情報のように変化のある提供情報は、変化があるたびに更新され
る。また、提供情報の更新があった場合は、更新時間を示す時間情報が、更新された提供
情報に付される。
【００２８】
　次に、情報要求機４は、具体例を挙げると、サイト運営者が有するサーバ（コンピュー
タ）である。
　　この情報要求機４は、情報収集提供機３から受信した提供情報その他の情報を掲載し
たホームページをインターネット上に公開するために用いられる。
【００２９】
　　情報収集提供機３は、後述する情報収集提供プログラムを実行するコンピュータであ
る。
　情報収集提供機３は、図２に示すように、図示しないＣＰＵやＲＡＭ３０ａを備える中
央制御装置３０と、インタフェイス３２と、情報記憶媒体３４とを少なくとも備えている
。中央制御装置３０は、各情報提供機２及び情報要求機４との間でインタフェイス３２を
介して通信することができる。
【００３０】
　　情報記憶媒体３４には、予め作成されたテーブル情報が記憶されている。このテーブ
ル情報は、ホール情報に含まれる遊技機を識別する情報と、情報収集提供機３がその遊技
機を識別する情報とを関連付けるものである。
【００３１】
　各ホールでは、所定の番号の座席の遊技機が撤去され、その座席に新たな遊技機が導入
されると、その遊技機を識別するための情報が、情報提供機２に自動的に登録されるよう
になっている。
【００３２】
　　ただし、このとき登録される情報は、ホールコンピュータによって異なることが多い
。そのため、遊技機を識別する情報と、情報収集提供機３がその遊技機を識別する情報と
が異なることが多いので、本実施形態では、これらの情報を関連付けたテーブル情報を作
成し、情報記憶媒体３４に記憶している。
【００３３】
　　次に、この情報収集提供機３において実行される情報収集提供プログラムについて、
図３を用いて説明する。
　以下の説明では、各処理は、特に断らない限り、ステップ番号の小さいものから大きい
ものへと順に実行されるものとする。
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【００３４】
　　この情報収集提供プログラムは、プログラムの開始の指示があってから、終了の指示
があるまで、繰り返し実行される処理である。
　この情報収集提供プログラムが実行されると、情報収集提供機３では、図３（Ａ）に示
すように、ホール情報更新処理（Ｓ１）、第１要求処理（Ｓ２）、第２要求処理（Ｓ３）
が順次繰り返し実行される。
【００３５】
　以下、各処理について順に説明する。
　ホール情報更新処理（Ｓ１）では、図３（Ｂ）に示すように、Ｓ１０～Ｓ１６の処理が
実行される。
【００３６】
　Ｓ１０では、情報提供機２からホール情報を受信したか否かを判定する処理が実行され
る。情報提供機２は、ホール情報を定期的に情報収集提供機３に送信しているので、Ｓ１
０では、この定期的に情報提供機２から送信されるホール情報を受信したか否かを判定し
ているのである。具体的には、受信したホール情報は、ＲＡＭ３０ａに一時的に記憶され
るので、Ｓ１０では、ＲＡＭ３０ａにホール情報が記憶されているか否かを判断している
。ホール情報を受信していなかった場合は（Ｓ１０：ＮＯ）、ただちに第１要求処理（Ｓ
２）が実行される。一方、ホール情報を受信していた場合は（Ｓ１０：ＹＥＳ）、Ｓ１２
の処理が実行される。尚、Ｓ１０は、本発明の情報受信ステップに相当する。
【００３７】
　Ｓ１２では、ＲＡＭ３０ａに記憶されたホール情報と情報記憶媒体３４に記憶されたホ
ール情報とを比較する処理が実行される。
　具体的には、ＲＡＭ３０ａに記憶されたホール情報に含まれる提供情報のうち各提供情
報に付されている時間情報と、先に受信され、情報記憶媒体３４に記憶されているホール
情報の含まれる提供情報のうち各提供情報に付されている時間情報とが異なるものがある
か検索する処理が実行される。
【００３８】
　この提供情報の検索は、予め情報記憶媒体３４に記憶されているテーブル情報に基づい
て行われる。
　具体的には、提供情報が、例えば、遊技台の出玉情報であって、遊技台を識別する情報
と出玉情報との組合せである場合、情報提供機２で遊技台を識別する情報（ＲＡＭ３０ａ
に記憶されたホール情報）と、情報収集提供機３で遊技台を識別する情報（情報記憶媒体
３４に記憶されたホール情報）とを、予め情報記憶媒体３４に記憶されているテーブル情
報に基づいて照らし合わせている。そして、Ｓ１２では、さらに時間情報を比較すること
で、異なる提供情報があるか検索している。
【００３９】
　Ｓ１４では、Ｓ１２で時間情報が異なっているとされた情報記憶媒体３４に記憶された
提供情報を、ＲＡＭ３０ａに記憶された対応する提供情報に更新する処理を実行している
。尚、Ｓ１４は、本発明の記憶ステップに相当する。
【００４０】
　Ｓ１６では、ＲＡＭ３０ａに記憶されたホール情報を消去する処理が実行され、次に、
Ｓ２の処理が実行される。
　次に、第１要求処理について説明する。
【００４１】
　第１要求処理（Ｓ２）では、図３（Ｃ）に示すように、Ｓ２０～Ｓ２４の処理が実行さ
れる。
　Ｓ２０では、情報要求機４からホール情報の提供要求があったかが判定される（Ｓ２０
）。具体的には、情報要求機４から提供要求があったときは、ＲＡＭ３０ａに提供要求が
記憶されるので、Ｓ２０では、ＲＡＭ３０ａに提供要求があるかを判断している。提供要
求がなかった場合（Ｓ２０：ＮＯ）、ただちに第２要求処理（Ｓ３）が実行される。一方
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、提供要求があった場合は（Ｓ２０：ＹＥＳ）、Ｓ２２の処理が実行される。尚、Ｓ２０
は、本発明の第１要求受信ステップに相当する。
【００４２】
　Ｓ２２では、提供要求があったホール情報の提供情報を送信する処理が実行される。つ
まり、このＳ２２では、提供要求に応じてホール情報全体や、ホール情報の一部（ホール
情報を構成する複数の提供情報のうち一部の提供情報）が送信される。尚、Ｓ２２は、情
報送信ステップに相当する。
【００４３】
　Ｓ２４では、ＲＡＭ３０ａに記憶された提供要求に関する情報を消去する処理が実行さ
れ、次にＳ３の処理が実行される。
　次に、第２要求処理について説明する。
【００４４】
　第２要求処理（Ｓ３）では、図３（Ｄ）に示すように、Ｓ３０～Ｓ３８の処理が実行さ
れる。
　Ｓ３０では、ユーザ端末６から提供情報（例えば出玉情報）の提供要求があったか否か
が判定される。具体的には、ユーザ端末６から提供要求があった場合、ＲＡＭ３０ａに提
供要求を記憶するので、Ｓ２０では、ＲＡＭ３０ａに提供要求があるかを判断している。
提供要求がない場合は（Ｓ３０：ＮＯ）、次に、Ｓ３２の処理が実行される。一方、提供
要求があった場合は（Ｓ３０：ＹＥＳ）、Ｓ３１の処理が実行される。尚、Ｓ３０は、本
発明の第２要求受信ステップに相当する。
【００４５】
　Ｓ３１では、提供要求の内容を情報記憶媒体３４に記憶する処理、又は、先に提供要求
の内容が情報記憶媒体３４に記憶されていた場合は、その内容を提供を受けた提供要求で
更新する処理が実行される。
【００４６】
　Ｓ３２では、通知時間か否かが判定される。情報収集提供機３では、所定時間毎に、提
供要求に応じてプッシュ通知を行っているので、Ｓ３２では、前回のプッシュ通知から所
定時間経過したか否かが判定される。Ｓ３２で、所定時間となっていないと判定された場
合は（Ｓ３２：ＮＯ）、再度Ｓ１の処理が実行される。Ｓ３２で、所定時間となっている
と判定された場合は（Ｓ３２：ＹＥＳ）、Ｓ３４の処理実行される。
【００４７】
　Ｓ３４では、提供情報に提供条件が設定されているか判定する処理が実行される。この
提供条件は、Ｓ３０で受信した提供要求に含まれている場合に設定されるものである。Ｓ
３４で、提供条件が設定されていないと判定された場合は（Ｓ３４：ＮＯ）、Ｓ３８の処
理が実行される。Ｓ３４で、提供条件が設定されていると判定された場合は（Ｓ３４：Ｙ
ＥＳ）、Ｓ３６の処理が実行される。
【００４８】
　Ｓ３６では、提供条件が満たされているか判定する処理が実行される。具体的には、提
供情報が出玉情報であった場合、出玉が所定個数になったら通知を開始するとの提供条件
が設定されている場合、この提供条件を満たす遊技機があるか否かが判定される。Ｓ３６
で、提供条件が満たされていないと判定された場合は（Ｓ３６：ＮＯ）、再度Ｓ１の処理
が実行される。Ｓ３６で、提供条件が満たされていると判定された場合は（Ｓ３６：ＹＥ
Ｓ）、Ｓ３８の処理が実行される。
【００４９】
　Ｓ３８では、Ｓ３４で提供条件が設定されていない提供情報、及びＳ３６で提供条件を
満たしているとされた提供情報をプッシュ通知により通知する処理が実行される。そして
、このＳ３８が終了すると、再びＳ１の処理が実行される。尚、Ｓ３８は、本発明の第２
通知ステップに相当する。
【００５０】
　以上説明した情報収集提供システム１を実行すると、以下のような特徴的な作用効果が
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ある。
　本実施形態の情報収集提供システム１では、各ホールのホール情報が、各ホールが有す
る情報提供機２から一括して情報収集提供機３に集められ（Ｓ１０）、また、各ホール情
報のうち必要なホール情報が、サイト運営者が有する情報要求機４から要求があれば（Ｓ
２０）、個別に送信される。
【００５１】
　つまり、情報収集提供機３を用いれば、ホール側は、ホール情報を１回提供すればよく
、また、サイト運営者は、ホール情報を各ホールから個別に収集しなくても、必要なホー
ル情報を収集することができる。
【００５２】
　したがって、情報収集提供機３を用いれば、ホール情報の提供及び収集に伴うホール及
びサイト運営者に掛かる手間を大幅に抑制することができる。
　次に、情報収集提供機３は、Ｓ２２（本発明の情報送信ステップに相当）において、ホ
ール情報のうち特定の提供情報の提供を要求する第１要求情報をＳ２０（本発明の第１要
求受信ステップに相当）で受信したとき、ホール情報のうち提供要求を受けた提供情報を
情報要求機４に送信している。
【００５３】
　具体的には、ホール情報に、導入台や撤去台を識別する識別情報（名称等）や、この識
別情報に紐付けされた出玉情報、大当情報、又は利用者数情報がある場合、識別情報と出
玉情報だけを送信するよう要求する第１要求情報を受けた場合、識別情報と出玉情報を情
報要求機４に送信する。
【００５４】
　次に、情報収集提供機３は、ユーザ端末６から、提供情報の提供を指示する第２要求情
報を受信したら（Ｓ３２）（本発明の第２要求受信ステップに相当）、第２要求情報で指
示された提供情報をユーザ端末６に対し通知している（Ｓ３８）（本発明の第２通知ステ
ップに相当）。
【００５５】
　これによれば、ホールのユーザが所有するユーザ端末６では、第２要求情報によって指
示した提供情報（例えば、出玉情報）が通知されることとなるので、ユーザは、情報収集
提供機３から、好みの情報を自由に取得することができる。
【００５６】
　また、ユーザ端末６への提供情報の通知はプッシュ通知で行われるので（Ｓ３８）、ユ
ーザは、自分が欲しい情報を随時入手することができる。
　また、ユーザ端末６へは、予め定めた条件に達したときユーザ端末に通知している（Ｓ
３６）。このようにすると、例えば指示された提供情報が特定台の出玉情報であり、予め
定めた条件が出玉の個数だったような場合、ユーザは注目している特定台がユーザが意識
している個数に達するとタイムリーに通知がなされる。
【００５７】
　したがって、本実施形態の情報収集提供機３を用いれば、ユーザが欲する情報をユーザ
にタイムリー通知することができる。
　次に、情報収集提供機３は、ホール情報に含まれる遊技機を識別する情報と、当該情報
収集提供機３が遊技機を識別する情報とを関連付ける関連テーブル情報を記憶する記憶手
段として、情報記憶媒体３４を備えている。そして、記憶ステップ（Ｓ３１）では、関連
テーブル情報に基づいて、ホール情報に含まれる遊技機を識別する情報に関連づけられた
情報を、当該情報収集提供機３が遊技機を識別する情報に関連づけたホール情報に変換し
、変換後のホール情報を記憶するようにしている。
【００５８】
　このようにすると、各情報提供機２から送られてくるホール情報に含まれる遊技機を識
別する情報がバラバラでも、情報収集提供機３では、遊技機を識別する統一した情報に、
他の情報を関連づけることができる。
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　そのため、情報収集提供機３では、形式がバラバラだったホール情報を、統一した形式
のホール情報として記憶し、管理することができる。
　以下は、他の実施形態である。
【００６０】
　（１）上記実施形態で説明した情報収集提供システム１はあくまでも一例であり、これ
に限定されるものではない。
　（２）上記実施形態では、ＣＳＶ形式のホール情報や提供情報を通信する例について説
明したが、これらの情報のファイル形式はＣＳＶ形式に限るものではない。
【００６１】
　（３）上記実施形態では、提供情報として遊技機とこれに紐付けされた出玉情報につい
て説明したが、他に、例えば、導入台や撤去台等の遊技機を識別する識別情報（名称等）
や、この識別情報に紐付けされた大当情報、又は利用者数情報などでもよい。また、提供
情報としては、ホールのサービス情報や、コマーシャル情報などでもよいが、これらに限
られるものではない。
【００６２】
　（４）上記実施形態では、Ｓ３４において、所定時間が経過したと判断されたとき、Ｓ
３８でプッシュ通知を行うようにしたが、予め定められた時刻（各時間の０分と４５分）
にプッシュ通知をするようにしてもよい。
【００６３】
　（５）上記実施形態では、予め設定された条件に従ってプッシュ通知を行っているが、
ユーザ端末６から提供情報の提供要求があったら、提供要求に応じた情報をユーザ端末６
に送信するようにしてもよい。
【００６４】
　（６）上記実施形態では、各情報提供機２及び各情報要求機４と情報収集提供機３とを
通信可能に接続する回線として電話回線との他の一般公衆回線を例示したが、情報収集提
供システム１専用の回線でもよいし、これらに限られるものではない。また、各情報提供
機２と情報収集提供機３との間の通信回線と、各情報要求機４と情報収集提供機３との間
の通信回線とは異なるものでもよいし、同じものでもよい。
【００６５】
　（７）上記実施形態では、情報提供機２としてホールコンピュータを例示したが、これ
に限られるものではなく、ホールが有するコンピュータであってあれば、どのようなコン
ピュータでもよい。
【符号の説明】
【００６６】
　１… 情報収集提供システム
　２… 情報提供機
　３… 情報収集提供機
　４… 情報要求機
　６… ユーザ端末
　３０… 中央制御装置
　３２… インタフェイス
　３４… 情報記憶媒体
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